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 この度、市原市（原告）と市原市君塚在住の男性（被告）との間において係争中であった千葉地方裁

判所令和 2 年（ワ）第 166 号動産引渡請求事件について、同裁判所提示の和解案にて和解が成立しまし

た。 

 和解によって、資料が返却される 1 年後を目途に、稲荷台１号墳の整理報告作業を開始し、国重要文

化財指定を目指すこととなります。 

 

１．要旨 

  本件の訴訟は、被告である昭和 52 年当時の発掘調査担当者に、平成２年 10 月に持ち去られた国分

寺台地区の稲荷台１号墳から出土した遺物及び当該調査に伴う図面や写真等の記録類の返還を求め

て、令和 2 年 1 月 29 日に千葉地方裁判所に提訴したものです。 

 

２．経過 

 令和元年 ８月 23 日 占有移転禁止仮処分命令申立 

11 月  5 日 仮処分執行（87 点中 82 点、2 点は被告紛失） 

令和２年  １月 29 日 提訴（令和 2 年（ワ）第 166 号動産引渡請求事件） 

        ６月～令和４年４月 第 1～15 回期日 双方の意見提示と和解に向けた手続き 

  令和４年 ６月 30 日 市議会で関連議案の議決 

 ７月 8 日 第 16 回期日 和解成立 

 

３．和解条項 （令和４年７月８日千葉地方裁判所作成）抜粋 

被告は、原告に対し、本日から１年以内に、被告の有する稲荷台１号墳の遺物並びに本件古墳に関

する写真及び図面等を交付する。 

 

４．和解の効果 

  和解することにより、和解日から１年以内に、稲荷台１号墳関係の対象遺物及び記録類（「図面・写

真等」）が被告から原告に返還される見込みとなります。これにより、稲荷台１号墳の報告書作成作業

が可能となり、「王賜」銘鉄剣の国重要文化財への指定要件である報告書刊行に向けた作業を、重点的

に進めることができるようになります。 
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５．その他参考事項 

「王賜」銘鉄剣は、わが国で製作された最古の銘文鉄剣です。これまでわが国で発見された銘文刀

剣類は 10 例ありますが、「王賜」銘鉄剣以外、何れも国宝か重要文化財に指定されています。 

国が考古資料等を重要文化財に指定する場合、文化庁調査官の指導の下、資料の具体的な内容と学

術価値を示した学術報告書に基づく「選定一覧」に登録されている必要があります。 

したがって「王賜」銘鉄剣の重文指定には、「稲荷台 1 号墳」の報告書作成が必須となります。 

 

 

 

稲荷台1号墳記念広場 

発掘調査当時1977年 


